
　　　

市民税・県民税の申告は必要ありません。

あなたの申告は所得税の確定申告？それとも市民税・県民税の申告？

フローチャートの質問に答えて、確認してみましょう！

        本庄市での市民税・県民税申告は必要ありません。
        令和8年1月1日にお住まいの市区町村にご確認ください。

令和8年1月1日に本庄市に住んでいましたか？

令和７年中にどのような収入がありましたか？

Ｄ 申告は不要 所得税の還付を受ける場合は、確定申告が必要です。

※このフローチャートは一般的な例です。

次の①～⑪に該当する場合は税務署で確定申告が必要です。該当しない場合はスタートから質問に答えて進んでください。
①青色申告をする
②令和６年分以前の確定申告をする
③死亡者の確定申告をする
④土地・建物・株式等の譲渡所得がある
⑤先物取引に係る雑所得等がある
⑥雑損控除を受ける
⑦住宅借入金等特別控除を受ける（初年度）
⑧山林所得がある
⑨災害減免を受ける
⑩外国税額控除を受ける
⑪外国に住んでいる扶養親族の扶養控除を受ける

Ｂ 市民税・県民税の申告が必要 所得税の還付を受ける場合は、確定申告が必要です。

Ｃ
市民税・県民税の申告が必要な場
合あり

次のいずれかに該当する場合は、市民税・県民税の申告が必要です。
①16歳以上の国民健康保険加入者とその世帯主
②後期高齢者医療制度加入者とその世帯主
③介護保険被保険者とその世帯主及び世帯員
④市営住宅及び県営住宅入居者（中学生以下は除く）
⑤医療福祉などの行政サービスを受ける場合
⑥所得・課税証明書が必要な人
※『収入がない旨の申告』に限り、申告受付期間前でも課税課（市役所１階）で受け付けます
（２月１３日㈮以降は、申告会場での受付となります）。

※１　給与支払報告書が提出されているかどうかは、勤務先にご確認くださ
い。★判定結果★

Ａ 所得税の確定申告が必要

は い： いいえ：

Ｃ

収入なし

Ｃ

所得金額が所得税

の所得控除合計よ

り大きい

Ａ

控除の追加がある

Ｂ

主に公的年金

年金収入が400万

円を超える

Ａ

年金以外の所得が

ある

年金以外の所得が

20万円を超える

Ａ Ｂ

主に営業・農業・不動産

所得金額が所得税

の所得控除合計よ

り大きい

Ａ Ｂ

控除の追加がある

Ｂ Ｄ

勤務先から市に「給

与支払報告書」が提

出されている※１

Ｄ Ｂ

主に給与

勤務先は1か所だけで年

末調整している（複数で

も年末調整で合算してい

る場合は「はい」へ）

給与収入が2,000

万円を超える

Ａ

給与以外の所得が

ある

給与以外の所得が

20万円を超える

Ａ Ｂ

非課税所得のみ（遺族年金、障害年金、失業給付金など）

スタート


